
＜毒物劇物販売業・更新申請用＞ 

遅 延 理 由 書 

 

 

        年   月   日に毒物劇物    販売業登

録の有効期限が終了するため、毒物及び劇物取締法施行規則第４条

第２項の規定により、登録期限の 1ヶ月前までに申請しなければな

りませんでしたが、            の為、今日まで遅延

いたしました。 

 今後注意いたしますので、よろしくお願い致します。 

 

     年   月   日 

 

 

住  所  

  

  

  

氏  名  

  

  

 

 

千葉市保健所長 殿 

 

法 人 に あ っ て は 、 

主たる事務所の所在地 

法 人 に あ っ て は 、 

名称及び代表者の氏名 


